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⚫ 前回会合では、今夏の広域予備率低下時のＢＧの行動分析、補正料金算定インデックスの見直しの検討、 2022年度以
降の需給状況等を基にしたインバランス料金の分析、長期間上限価格が継続した場合の措置の検討を行った。

⚫ 今回は、ＢＧへのヒアリング結果の報告、補正インバランス料金Ｃ値・Ｄ値及び累積価格閾値制度並びにインバランス
料金の予測に資する情報公表について検討を行ったので、これらの内容について御議論いただきたい。
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本日の議論

インバランス料金制度の暫定措置解除に係るこれまでの議論

開催日 議論内容

2024年9月30日

① 各エリアにおけるインバランス料金動向（2024年7月、8月）
② 小売電気事業者の電力調達の状況（スポット・時間前市場、相対取引、ベースロード市場、常時バックアッ

プの取引状況）
③ 補正インバランス料金のＣ値及びＤ値に関する検討について（これまでの経緯、今後の検討の視点）

2024年10月15日 一般送配電事業者、発電事業者、小売電気事業者、ＤＲ事業者からプレゼン

2024年11月15日

① 補正料金算定インデックスについて（追加供給力対策のインバランス料金への反映方法）
② 長期間上限価格が継続した場合の措置について（累積価格閾値制度）
③ Ｃ値・Ｄ値について（インバランス料金と時間前市場との比較分析、ＢＧのインバランスの発生状況の分析、       

Ｃ値・Ｄ値の見直しの検討、Ｃ値の引き上げによる不適切な行動に対する対応の検討）

2025年12月26日

① ＢＧの行動に関する分析（ＢＧのインバランスの発生状況の分析、時間前市場の入札状況の分析）
② 補正料金算定インデックスの見直しの検討（追加供給力対策のインバランス料金への反映方法）
③ インバランス料金の分析（Ｃ値・Ｄ値の設定パターンごとのインバランス料金の試算）
④ 長期間上限価格が継続した場合の措置の検討（累積価格閾値制度の具体案）
⑤ 2025年度の方針



1. BGへのヒアリング結果等

2. Ｃ値・Ｄ値について

3. 長期間上限価格が継続した場合の措置

4. 情報公表について
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⚫ 第３回制度設計・監視専門会合（2024年11月15日）において、一部の委員から、Ｃ値・Ｄ値の引き上げにより、ＢＧ
にどういう行動変容を求めるのか、といった意見があったことなどから、第４回制度設計・監視専門会合（2024年12
月26日）では、2024年7月8日の東京エリアを対象にＢＧの行動分析（インバランスの発生状況や時間前市場の状況
等）を行った。

⚫ 今回、2024年7月8日の東京エリアにおいて、需要規模に比して比較的多くの不足インバランスを発生させた需要ＢＧ
を主な対象として、不足インバランスを発生させた経緯等について、複数事業者に対してヒアリングを行った。

ＢＧへのヒアリング実施について
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ＢＧへのヒアリング結果等



⚫ 大きな不足インバランスを発生させた小売事業者においては、７月８日が月曜日であったため、前週の金曜日に約定方
針を決定した後、前日にスポット市場の大量の未約定が発生したが、土日は休日対応の体制となっており、また時間前
市場は前年度以降の価格傾向を踏まえてスポット市場より安い価格で入札するという定型的な対応で不落となったまま、
月曜朝に事態を認識するという初動の遅れがあったこと。また、当日朝にインバランス料金の高騰を認識するも、時間
前市場の入札価格引き上げの意思決定に時間を要し、判断が遅れたことから、結果的に大量の不足インバランスを発生
させる結果となったとのことであった。

⚫ また、他の小売事業者においては、需要予測が想定以上に外れたことや、電源トラブルなどにより不足インバランスを
発生させたというケースがあった。なお、需要BGと発電BGの両方に所属している事業者の中には、需要側の不足イン
バランスの影響を軽減するため、発電側で余剰インバランスを出すことで対応したという回答もあった。

⚫ 今回の事象を受けて、各事業者は、スポット市場で多めに調達するなど試行錯誤しながら調達不足を発生させないよう
行動を改めたり、時間前市場の積極的な活用を検討するなど様々な対応が取られているとのことであった。

不足インバランスを発生させた経緯・その後の対応
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ＢＧへのヒアリング結果①

インバランス料金制度についての意見

⚫ 本会合でのインバランス料金制度の議論、特にＣ値の引き上げについては、Ｃ値が引き上げられればそれに応じた経済
合理的な行動を取っていくという意見が複数あった。

⚫ 一方で、複数の事業者からは、経済合理的な行動を取るための、情報公表の充実の要望があった。例えば、時間前市場
の入札価格を判断する上でのインバランス料金の予測に資する情報や、時間前市場でのエリア別の入札情報、発電情報
公開システム（以下「HJKS」という。）の情報拡充、前日までの広域予備率の精度向上などといったものがあった。

⚫ 2020年度冬季のスポット市場価格高騰を経験した小売事業者からは、累積価格閾値制度の導入に理解を示す声があった。



⚫ 2024年7月8日の東京エリアで不足インバランスを発生させた需要BGへのヒアリングにおいては、需給ひっ迫が休日明
けの月曜日であったために初動の遅れがあったという点で曜日の巡り合わせが影響したという点や、需要BGと発電BG
の両方に属している事業者の中には発電BG側で余剰インバランスを発生させる対応を行ったケースなど、考慮すべき要
因もあった。

⚫ 一方で、多くの不足インバランスを発生した事業者の中には、スポット市場で多くの未約定が発生しながら、時間前市
場において迅速かつ積極的な買い入札を行っていなかった事業者があったことも明らかになった。

⚫ 実際、前回分析で示したとおり、 7月8日の東京エリアでは需給がひっ迫した時間帯で平均20％以上の不足インバラン
スを発生させたBGが一定程度（約8％）存在しており、また、需給が厳しい時間帯においても時間前市場での売り札は
一定量供出されていたが、買い入札価格が十分に上昇せず、約定には至らなかった状況が確認されている。

⚫ こうした状況を踏まえれば、現状のインバランス料金における同時同量達成インセンティブが不十分であると考えられ、
事業者の行動変容を合理的に促していくには、インバランス料金制度による事前のインセンティブ強化が必要と考えら
れるのではないか。

⚫ また、事業者が経済合理的な行動を取るためには、その前提となる情報公表の充実についても検討する必要があるので
はないか。

⚫ 以上を踏まえ、今回、Ｃ値・Ｄ値の設定や累積価格閾値制度、情報公表についての検討を行った。

事務局の所見
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ＢＧへのヒアリング結果②



⚫ ７月８日の東京エリアにおいて、広域予備率が低下した時間帯における時間前市場の売りと買いの入札状況の分析に関
しては、需給が厳しい時間帯においても売り札は一定量供出されていたが、買い入札価格が20円～25円程度にとど
まっており、十分な約定には至らなかった状況が確認された。

⚫ また、当該時間帯には需要BG全体で一定の不足インバランスが発生しており、当該時間帯において20％以上の不足イ
ンバランスを発生させている事業者も一定数存在していた。需要BGは、顧客の需要量を予測し、それに見合った電力量
を調達することが求められるところ、当該時間帯における不足インバランスの発生量からすると、一部の事業者におい
ては、需要予測が過小であるか、需要計画に対する電力量の未調達の発生のいずれか、又はその両方が起きていたと考
えられる※。

※需要BGによる需要予測の過小な見積もりや需要計画に対する電力量の未調達に伴う不足インバランスの発生は、翌日計画における広
域予備率の低下の要因となり得る。

⚫ 結果として、需要BGが需給が厳しい時間帯において計画内不一致を起こし、計画値同時同量を遵守できない場合には、
一般送配電事業者に対し追加的な需給調整コストを発生させることとなる。

⚫ 上記のように、広域予備率が低下しインバランス料金が高値となった時間帯において、時間前市場の買い入札価格が十
分に上昇しなかったこと等の状況を踏まえれば、現状のインバランス料金における同時同量達成インセンティブが不十
分であるとも考えられるのではないか。

補正インバランス料金の上限価格の見直しの必要性について
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（参考）ＢＧの行動に関する分析のまとめ
2024年12月 第４回制度設計・監視専門会合 資料３



⚫ 下表は、需要ＢＧを需要規模別に区分し、各区分に属する需要ＢＧの補正インバランス料金が発動した時間帯（8:30か
ら13:30までの11コマ）におけるインバランス比率（インバランス量÷計画電力量）を階級別に整理したもの。

⚫ 東京エリアの需要ＢＧ278者のうち、当該時間帯において20%以上の不足インバランスを発生させていたＢＧは23者
（約8%）存在し、その中には需要規模の大きいＢＧも複数存在していることが確認された。

2024年7月8日 東京エリアにおける需要ＢＧのインバランス比率の度数分布表
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（参考）需要ＢＧのインバランスの発生状況

東京エリア全需要BG：278 不足インバランス比率(第18～28コマ平均値)
余剰インバ
ランス比率
(18～28コ
マ平均値)

計算不能
(計画値0の

ため)

合計
需要規模

（18～28コマ平均値)
100％以上

50以上～
100％未満

40以上～
50％未満

30以上～
40％未満

20以上～
30％未満

10以上～
20％未満

5以上～
10％未満

5％未満

500,000kW以上 3 1 4

250,000以上～500,000kW未満 3 3

100,000以上～250,000kW未満 1 1 2 2 1 6 13

75,000以上～100,000kW未満 2 1 1 4

50,000以上～75,000kW未満 1 2 2 2 7

25,000以上～50,000kW未満 2 4 4 8 18

10,000以上～25,000kW未満 1 4 7 5 4 21

5,000以上～10,000kW未満 1 2 2 2 2 1 10

2,500以上～5,000kW未満 1 2 4 7 6 20

1,000以上～2,500kW未満 1 1 5 3 5 4 2 21

1,000kW未満 3 3 2 3 5 12 8 23 24 74 157

※表内の数値は、ＢＧ数を表している。不足（余剰）インバランス比率＝不足（余剰）インバランス量／計画電力量

2024年12月 第４回制度設計・監視専門会合 資料３
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（参考）計画値同時同量制度について①

2019年４月 第37回制度設計専門会合 資料４

⚫ 前回会合では、特定のＢＧが需要に応じた調達を行わず、計画内不一致で電力広域的運営推進機関に計画提出していた
事案を示した。改めて、計画値同時同量制度の再認識のため、過去の本会合で示した資料を以下のとおり再掲。
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（参考）計画値同時同量制度について②

2019年４月 第37回制度設計専門会合 資料４

⚫ 前回会合では、特定のＢＧが需要に応じた調達を行わず、計画内不一致で電力広域的運営推進機関に計画提出していた
事案を示した。改めて、計画値同時同量制度の再認識のため、過去の本会合で示した資料を以下のとおり再掲。

（※）

（※）現在の基準（2024年3月27日改正）で示されている例示は以下のとおり。
・広域的運営推進機関による供給能力を確保するための費用の請求に応じない場合とする。
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（参考）インバランス料金制度が期待する効果

2019年４月 第37回制度設計専門会合 資料４

⚫ 今回のＢＧへのヒアリングにおいて、複数のＢＧから需給ひっ迫時の余剰インバランスの発生についての見解を求めら
れた。本論点については、過去、本会合でも議論しており、当時の資料を以下のとおり再掲。
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（参考）広域予備率の改善に向けた取組①

資源エネルギー庁
第82回電力・ガス基本政策小委員会 
資料4（2024年10月）

⚫ 今回のＢＧへのヒアリングにおいて、広域予備率の精度に関する意見があった。前日までの広域予備率については、
以下の対策が措置され、本年１月から運用が開始されている。
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（参考）広域予備率の改善に向けた取組②

資源エネルギー庁
第82回電力・ガス基本政策小委員会 
資料4（2024年10月）

⚫ 今回のＢＧへのヒアリングにおいて、広域予備率の精度に関する意見があった。前日までの広域予備率については、
以下の対策が措置され、本年１月から運用が開始されている。
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（参考）広域予備率の改善に向けた取組③

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料６

⚫ 今回のＢＧへのヒアリングにおいて、広域予備率の精度に関する意見があった。前日までの広域予備率については、
以下の対策が措置され、本年１月から運用が開始されている。



1. BGへのヒアリング結果等

2. Ｃ値・Ｄ値について

3. 長期間上限価格が継続した場合の措置

4. 情報公表について
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⚫ 補正インバランス料金は、需給ひっ迫時にインバランス料金が上昇する仕組みとすることで、需給ひっ迫時の不足イン
バランスの発生により生じる社会的コストをインバランス料金に反映させ、ＢＧに需給一致の行動をより強く促すだけ
でなく、時間前市場の価格が上昇し、ＤＲや自家発など追加的な供給力を引き出す効果や、需要家が節電する効果が発
現することを期待して制度を設計した。

⚫ また、Ｃの設定は、激変緩和による暫定的な措置（Ｃ＝200円/kWh）を2022年度からの制度開始以降導入している
が、その導入期間は必要最小限の期間とすべきとされている。これは、Ｃの設定が実際の社会的コストよりも低い場合、
需給ひっ迫時においても時間前市場などの価格が十分に上昇しないこととなり、小売事業者によるＤＲなど、新たな取
組の普及が阻害される懸念があり、将来にわたってこうした状況が継続することは需給バランス確保の効率化・円滑化
を実現していく観点から望ましくないということによるものである。

補正インバランス料金の設計と暫定的な措置設定の経緯
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Ｃ値・Ｄ値について①
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2019年4月 第37回制度設計専門会合 資料4

（参考）
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2019年12月 第44回制度設計専門会合 資料３－１

（参考）



⚫ これまで第１回から第４回にわたり、Ｃ値・Ｄ値の見直しについて議論を重ね、その中で委員やオブザーバー、様々な
立場の事業者等からの意見等を受けて、Ｃ値・Ｄ値の設定案や長期間上限価格が継続した場合のセーフティネットの検
討、インバランスの発生状況及びインバランス料金の状況や需給ひっ迫時における時間前市場での入札行動などの各種
分析の実施、ＢＧへのヒアリングなどを実施した。

⚫ 長期間上限価格が継続するような状況に対しては、回避困難な不足インバランスの累積による経済的負担緩和の観点か
ら、累積価格閾値制度を導入することを議論した。

⚫ また、先述のとおり、実際の需給ひっ迫時の分析の結果等においては、現状のインバランス料金の同時同量達成インセ
ンティブが不十分であり、ＢＧの時間前市場等の行動変容を促すためには、インバランス料金制度における事前のイン
センティブ強化が必要であるとの議論を行ったところ。

⚫ こうした状況が確認された一方で、ＢＧが時間前市場での買い行動に至らない理由には、広域予備率の情報の確度を指
摘する声や、インバランス料金の予測が難しいといった声もあった。

⚫ この点、前日までの広域予備率の低下要因の一つである調整力の計上については、既に見直しが行われ１月から運用が
開始されている。もう一つの低下要因である需要BGの需要予測誤差や需要に応じた電力量の調達不足の影響については、
ＢＧの行動変容が改善策であり、ある種の因果性のジレンマが存在する。しかし、自然な行動変容に期待していては、
広域予備率の改善がなお一層遅れ、容量市場のリクワイアメントの発動など社会コストが増加する可能性もある。

⚫ 以上を踏まえれば、Ｃ値・Ｄ値については、2026年度よりこれを引き上げる方向での見直しを行うべきではないか。

これまでの議論を踏まえたＣ値・Ｄ値のあり方
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Ｃ値・Ｄ値について②
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（参考）広域機関による広域予備率の分析
⚫ 電力広域的運営推進機関では、４月１日から８月31日までの間、翌日計画で供給力提供通知が発信されたコマを対象に、
翌日計画の広域予備率が低下する要因を分析しており、その低下要因として、小売事業者の不足インバランスの影響が、
東京エリアでは36%（50/139コマ）、中部エリアでは52%（42/81コマ）、関西エリアでは52%（54/103コ
マ）に及ぶことが示されている。

⚫ 需要BGの不足インバランスは、需要予測誤差や需要に応じた電力量の調達不足により生じることから、すなわち、翌日
計画の広域予備率が低下する要因には、需要BGの需要予測誤差や需要に応じた電力量の調達不足も影響していることが
示唆されている。

電力広域的運営推進機関
第101回調整力及び需給バランス
評価等に関する委員会 資料1
（2024年９月）

小売BG（需要BG）の不足インバランス
「あり」のコマ数
東京：50/139コマ
中部：42/81コマ
関西：54/103コマ

2024年12月 第４回制度設計・監視専門会合 資料３



⚫ Ｄ値は、確保済みの追加供給力対策のコストを反映するという考え方によっていることから、第３回制度設計・監視専
門会合において、現状の確保済みの追加供給力対策のうち、最もコストが高いと考えられる余力活用電源の追加起動の
コストを反映して、５０円程度とする案を示した。

⚫ 他方で、補正料金算定インデックスを見直すことで、補正インバランス料金が適切に上昇し、追加供給力対策が発動す
る広域予備率8％付近でのＢＧの同時同量達成インセンティブを高めるという考え方もあり得ることから、理論上考え
られる選択肢として、①補正料金算定インデックスのみを見直す、②D値の水準のみを見直す、③補正料金算定イン
デックスとD値の双方を見直す、といった選択肢を示した。

⚫ その後、第４回制度設計・監視専門会合での議論において、補正料金算定インデックスの見直しは行わないことと整理
した。

– 第４回制度設計・監視専門会合における分析では、Ｄ値に相当する45円以上のコマは、2022年度実績では125コマ～1,502コマ発生し、2023年度・2024
年度の実績では、45円以上のコマの発生は、14コマ～104コマの発生にとどまっていた。

⚫ 以上の経緯を踏まえると、補正料金算定インデックスの見直しを行わないのであれば、②D値の水準のみを見直す、こ
とが同時同量達成インセンティブを高める上での取り得る選択肢となるが、D値を５０円に引き上げることについて、
どう考えるか。

Ｄ値の設定について

21

Ｃ値・Ｄ値について③



Ｄ値の考え方

22

（参考）Ｄ値の見直しについて①

⚫ 補正インバランス料金のＤの設定は、補正料金算定インデックスの水準が８％までは確保済みの電源Ⅰ’で需給対策が行
われると考えられ、８％までは電源Ⅰ’のコストのみを反映することが合理的との考えから、確保済みの電源Ⅰ’のコスト
として45円/kWhを適用した。

⚫ すなわち、Ｄ値は、確保済みの追加供給力対策のコストを反映するという考え方によっていることから、Ｄ値の見直し
に当たっては、現状の追加供給力対策を踏まえる必要がある。

第43回制度設計専門会合 資料5
（2019年11月）

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５



現状の追加供給力対策について

23

（参考）Ｄ値の見直しについて②

⚫ 現在、資源エネルギー庁及び広域機関では、今冬の追加供給力対策の実施順位について検討を行っており、広域予備率
８％で実施される対策は、発動順に

①揚水発電機の運用切り替え：

一般送配電事業者が一時的に貯水池全体の水位を主体的に運用する対策

②安定電源への電気の供給指示：

一般送配電事業者からの電気の供給指示に基づき、ＧＣ以降の余力を供給力として提供する対策

③余力活用電源の追加起動：

一般送配電事業者が余力活用契約に基づいて電源を追加起動する対策

 となっている。

⚫ このとき、発動順位が最後となる余力活用電源の追加起動が起動費を加味すれば最もコストが高い対策（広域予備率
８％未満における限界的な対策）になると考えられ、そのコストは、上げ調整費用（Ｖ１）＋起動費（Ｖ３）となる。

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５



余力活用電源の追加起動に係るコスト

24

（参考）Ｄ値の見直しについて③

⚫ 余力活用電源の追加起動に係るコストを把握するため、現在、需給調整市場システムに登録されている調整力のＶ１、
Ｖ３のうち、直近１年分の実績からこれら費用の１kWh当たりの単価を算出したところ、最高価格は47円～55円/kWh
となった。

余力活用電源の追加起動に係るコスト

【試算方法】

① 需給ひっ迫時に追加起動指令がかかるのは、火力電源が主と想定し、
需給調整市場システムから、火力電源のＶ１＋Ｖ３の各月の最高価
格を抽出。

② なお、Ｖ３は運転停止時間により異なるため、停止時間最長（Ｖ３
の最大値）と停止時間最短（Ｖ３の最小値）の２パターンを抽出。

③ Ｖ３は１回分の起動費であるため、以下の算式により1kWh当たり
の単価に変換。

Ｖ３の1kWh当たり単価＝Ｖ３／定格出力（kW）／７時間※

※７時間は、電源Ⅰ契約における運転継続時間（エリアにより異な
り７～11時間／日）のうち、kW不足による需給ひっ迫対応の対策
時間を考慮し、最短のものを設定。

⑤ Ｖ１＋（kWh単価に換算したＶ３）の最高価格を月別に整理すると、
右のグラフのとおりとなる。

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５



余力活用電源の追加起動に係るコスト

25

（参考）Ｄ値の見直しについて④

⚫ 前頁のとおり、Ｄ値については、現状の確保済みの追加供給力対策のうち、最もコストが高いと考えられる余力活用電
源の追加起動のコストを反映して、５０円程度とするのが一案と考えられる。

‒ 最高価格の55円は起動費が停止時間最長の場合で、47円は起動費が停止時間最短の場合であり、いずれも全ての追加起動電源が停止時間最長又は停止時間
最短となることはあり得ないと考えられるため、中間的な50円程度とするという考え。

⚫ 他方、10頁以降でお示ししたとおり、補正料金算定インデックスを見直すことで、補正インバランス料金が適切に上昇
し、追加供給力対策が発動する広域予備率8％付近でのBGの同時同量達成インセンティブを高めるという考え方もあり
得る。

⚫ 上記を踏まえれば、理論上は、①補正料金算定インデックスのみを見直す、②D値の水準のみを見直す、③補正料金算
定インデックスとD値の双方を見直す、といった選択肢が考えられるがどうか。

⚫ いずれにしても、次回以降の会合にて行う過去の需給ひっ迫事例を用いた影響度分析を踏まえて、検討を深めていきた
い。

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５



⚫ 補正料金算定インデックスの定義を追加供給力対策なかりせばで見直すことは、控除可能な対策が限られており補正料
金算定インデックスの変化に与える影響も限定的であることに加え、送配電網協議会によると本件に対応するための一
般送配電事業者の中給システム改修に２～３年を要し、中給システム改修で対応したとしても、その後の2020年代後
半に運開予定の次期中給システムへの実装も要するとのことで、対応に長期間を要することが判明した。

⚫ 代替案として、前回会合で提案した追加供給力対策のコストを補正インバランス料金（補正インバランス料金カーブの
縦軸）で調整する方法と、28頁、29頁で示した通常インバランス料金で反映する方法との２案があるが、後者の方が、
前例がありロジックが確立しているためシステム改修が比較的行いやすい。ただし、２案いずれも追加供給力対策のコ
ストを特定する必要がある。

⚫ 以上を踏まえ、補正料金算定インデックスの方向性としては、現状の広域予備率による運用を続けることとし、追加供
給力対策コストの反映は、通常インバランス料金で行う方向で検討を進めていくこととしてはどうか。

26

（参考）補正料金算定インデックスの方向性
2024年12月 第４回制度設計・監視専門会合 資料３



⚫ Ｃ値は、「緊急的に供給力を１kWh追加確保するコストとして、市場に出ていない供給力を新たに１kWh確保するた
めに十分な価格」として、何が考えられるかという視点で検討を行い、第３回制度設計・監視専門会合において現時点
で取り得る数値を示した。

⚫ 仮にＣ値の見直しを行う場合、これまでの検討を踏まえると以下の３案が考えられるが、いずれの案にすべきか。

Ｃ値の設定について

27

Ｃ値・Ｄ値について④

案 Ｃ値の設定 考え方 第４回会合での分析結果（東京エリア）

案１ 600円/kWh
中間取りまとめの整理に則った設定。ただし、金額設定は、2019年
度の議論当時における電源Ⅰ’の価格を参考にしたもの。

200円以上の発生コマ数※2：
2022年度：28コマ（0.16%）
2023年度：0コマ
2024年度：27コマ（0.23%）

最高価格：
2022年度：600円
2023年度：200円
2024年度：579円

案２ 400円/kWh
過去の追加供給力公募（kW公募）のうち、直近の2023年度公募にお
ける試算値が300円～400円であったことから、その価格帯の上限値
を参考にしたもの。

200円以上の発生コマ数：
2022年度：17コマ（0.1%）
2023年度：0コマ
2024年度：17コマ（0.15%）

最高価格：
2022年度：400円
2023年度：145円
2024年度：387円

案３ 300円/kWh

容量市場の約定価格の平均値（2025年度から2027年度までの３年分
の平均値253円にＤ＝45円を加算）を参考にしたもの。また、第２回
会合のSBパワープレゼンでは、同社から300円が提示された。
なお、容量市場の場合、入札価格に減価償却費や事業報酬が含まれ
ていないなど、電源Ⅰ’の価格設定とは異なる点※1がある。

200円以上の発生コマ数：
2022年度：13コマ（0.07%）
2023年度：0コマ
2024年度：13コマ（0.11%）

最高価格：
2022年度：300円
2023年度：118円
2024年度：291円

Ｃ値の見直し案

※1 電源Ⅰ’と追加供給力公募の入札価格の考え方は基本的に同じ。 ※2 発生コマ数の割合は年間コマ数に対する割合。ただし、2024年度は4月から11月までのコマ数。



Ｃ値の考え方

28

（参考）Ｃ値の見直しについて①

⚫ 補正インバランス料金のＣの設定は、需給ひっ迫時の不足インバランスが、大規模停電等の系統全体のリスクを増大さ
せ、一般送配電事業者による緊急的な供給力の追加確保や、将来の調整力確保量の増大といったコスト増につながるこ
とから、緊急的に供給力を１kWh追加確保するコストとして、市場に出ていない供給力を新たに１kWh確保するため
に十分な価格として、新たにＤＲを追加的に確保するコストから見積もることとした。具体的には、当時は、全国の電
源Ⅰ’の応札額を参考に、複数回発動でのコスト回収額を基に600円/kWhを適用した 。

⚫ したがって、Ｃ値の見直しは、電源Ⅰ’の調達価格ありきではなく、「緊急的に供給力を１kWh追加確保するコストと
して、市場に出ていない供給力を新たに１kWh確保するために十分な価格」として、何が考えられるかを検討する必要
がある。

補正料金算定インデックス

上げ余力が減少するにつれ、不足インバランス
が追加的コストを発生させる確率が上昇

C

３％

イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金

８％ 10％

D

600円
/kWh

45円
/kWh

需給ひっ迫時の補正インバランス料金

緊急的に供給力を1kWh追加確保す
るコストとして、市場に出ていない供給
力を新たに1kWh確保するために十
分な価格として、新たにＤＲを追加的

に確保するのに必要な価格。

確保済みの電源Ⅰ‘のkWh価格を参
考に決定。

現在は、暫定的措置として
200円/kWhを適用

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５



Ｃ値の検討

29

（参考）Ｃ値の見直しについて②

⚫ Ｃ値の考え方を踏まえ、現時点で取り得る数値を検討した。

⚫ 容量市場の約定価格は年度毎に振れがあるため、Ｃ値として引用するには不安定な面がある（ただし、2025年度から
2027年度までの３年分の平均を取ると約300円）。

⚫ 重負荷期（夏・冬）の安定供給に必要な予備力確保の目的で実施する追加供給力公募（kW公募）から試算した場合、
300～900円程度となり、直近の2023年度夏季公募で試算すると300円台であった。また、これまでのkW公募の最高
価格をDRに限定して試算すると、323円であった。

⚫ また、今年度から募集開始された予備電源公募もＣ値の参考となり得るが、初回募集には応札がなかった。

⚫ なお、Ｃ値は、長期間上限価格が継続した場合の措置など他の検討事項の内容を踏まえ総合的に検討する必要がある。

2025年度 2026年度 2027年度

約定価格（円／kW）の最高値 5,242 8,749 13,287 

約定価格（円／kW・回・h） 146 243 369 

約定価格（円／kW・回・h）+45円／kWh 191 288 414 

容量市場の約定価格を参考にした場合※1 追加供給力公募（kW公募）を参考にした場合

2021年度
冬季東京

2022年度
夏季全国

2022年度
冬季東日本

最高落札価格（円／kW） 15,530 13,718 30,696 

最高落札価格（円／kW・回・h） 431 381 853 

最高落札価格（円／kW・回・h）+45円／kWh 476 426 898 

2022年度
冬季西日本

2023年度
夏季東京※2

DR
2022年度
夏季・冬季

最高落札価格（円／kW） 25,557 非公表 10,000 

最高落札価格（円／kW・回・h） 710 300～400 278 

最高落札価格（円／kW・回・h）+45円／kWh 755 300～400 323 

※2 2023年度は約定価格非公表のため、価格帯で表記

３カ年の平均値：298円
※1 制度変更があったため、2024年度の

価格は検討から除外した。

2024年11月 第３回制度設計・監視専門会合 資料５
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（参考）SBパワー プレゼン資料 2024年10月 第２回制度設計・監視専門会合 資料３－３
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（参考）SBパワー プレゼン資料 2024年10月 第２回制度設計・監視専門会合 資料３－３



⚫ 2022年度から2024年度の実績では、インバランス料金が45円未満となったコマは、2022年度は91%以上、2023年
度・2024年度は99%以上であり、現行制度においては高値のインバランス料金発生は限定的であった。

⚫ Ｄ値に相当する45円以上のコマは、2022年度実績では125コマ～1,502コマ発生し、北海道・東北・東京エリアは、
1,154コマ～1,502コマ、中部以西の６エリアは、125コマ～561コマ発生しており、東西で傾向が異なっていた。また、
2023年度・2024年度の実績では、45円以上のコマの発生は、14コマ～104コマの発生にとどまっていた。

⚫ 最高価格は、2022年度から2024年度までの実績で、65.9円～200円であり、需給要因によるC値相当の200円の発生は、
2022年度に東京エリアで１コマのみであった※。また、65.9円の発生は、2023年度の北陸・関西・中国・四国・九州エ
リアであり、これは補正インバランス料金ではなく、通常インバランス料金で決まったものであった。

※ 需給要因以外では、2023年度の北海道で200円が１コマ発生。これは、ある蓄電池事業者が損失回避のため、V1の諸元に充電電力量費用としてＣ値（200円）
を引用したことによるもの。（事案の詳細は、第93回制度設計専門会合（2024年１月30日）資料４を参照）

⚫ Ｃ値、Ｄ値を引き上げた試算において、分布の中央値や45円以上のコマ数はほとんど変化はなかった。最高価格は、ケー
ス１では65.9円～300円、ケース２では65.9円～400円、ケース３では65.9円～600円となり、各ケースの最高価格は
いずれも2022年度の東京エリア１コマのみであった。また、最高価格65.9円は通常インバランス料金で決まったもので
あるため、Ｃ値、Ｄ値の引き上げに影響は受けなかった。

⚫ 各年度において最も45円以上の発生コマ数が多い東京エリアにおいて、ケースごとの200円以上の発生コマ数は以下。

2022年度 実績：１コマ（0.01％）、ケース１：13コマ（0.07％）、ケース２：17コマ（0.1％）、ケース３：28コマ（0.16％）

2023年度 実績・ケース１～３：０コマ

2024年度 実績：０コマ、ケース１：13コマ（0.11％）、ケース２：17コマ（0.15％）、ケース３：27コマ（0.23％）

分析結果の概要
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（参考）分析１：各エリアのインバランス料金の実績・試算
2024年12月 第４回制度設計・監視専門会合 資料３
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累積価格閾値制度の検討

34

長期間上限価格が継続した場合の措置

⚫ 前回会合において、補正インバランス料金の上限価格が長期間継続した場合の措置として、累積価格閾値制度の具体案
を提示したところ、方向性について特に反対はなかったが、一部の委員から、閾値設定はＣ値の設定次第で変わりうる
のではないかといった主旨の意見をいただいた。

⚫ 今回のＣ値の設定の議論を踏まえ、今後、最終的な整理案について検討を行っていく。

累積価格閾値制度（案）

・期間設定：対象日の直前７日間。

・閾値設定：スポット市場価格（システムプライス）200円/kWh以上の累積発生コマ数が30コマに到達。

・閾値を超えた場合の上限価格：閾値に到達した翌日から補正インバランス料金の上限価格を200円/kWhとする。

・解除要件：対象日の直前７日間の200円以上の累積発生コマ数がゼロになった時点。

すなわち、

• 対象日の直前７日間のスポット市場価格（システムプライス）200円/kWh以上の累積発生コマ数が30コマに到達す
ると、翌日から補正インバランス料金の上限価格を200円/kWhとする。

• 対象日の直前７日間の200円以上の累積発生コマ数がゼロになった時点で解除する。
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1. BGへのヒアリング結果等

2. Ｃ値・Ｄ値について

3. 長期間上限価格が継続した場合の措置

4. 情報公表について
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⚫ 今回実施したＢＧへのヒアリングでは、情報公表についての要望が複数あり、例えば、時間前市場の入札価格を判断す
る上でのインバランス料金の予測に資する情報や、時間前市場でのエリア別の入札情報、HJKSの情報拡充、前日までの
広域予備率の精度向上などといったものがあった。

⚫ このようなインバランス料金や時間前市場等の情報公表の拡充について、どう考えるか。

⚫ なお、現在のインバランス料金に係る関連情報公表については、一般送配電事業者、送配電網協議会、電力広域的運営
推進機関の努力により、インバランス料金の情報だけでなく、系統の需給に関する情報や調整力に関する情報など多岐
にわたっており、その公表タイミングも多くの情報がタイムリー（実需給終了後30分以内など）に公表されている。

– このような情報を基に、一部のＢＧでは、ＡＩによりインバランス料金の予測を行っているという取組も見られる。

⚫ また、補正インバランス料金については、広域予備率が算定諸元となっているため、補正インバランス料金の予測精度
は、広域予備率の予測精度に依存することとなるが、広域予備率の改善に向けた取組は、既に進められている。

インバランス料金等の情報公表に係る拡充の必要性
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インバランス料金等の情報公表について



⚫ インバランス料金は、系統利用者への価格シグナルのベースとなるもの。したがって、

① 実需給の電気の価値（電気を供給するコストや需給の状況）が適切にインバランス料金に反映されるようにするとと
もに、

② その価格や需給状況に関する情報がタイムリーに公表されるようにする。

という考え方の下、第38回制度設計専門会合（2019年５月31日）において、インバランス料金に係る関連情報公表の
整理を行い、現在、インバランス料金情報公表ウェブサイトを中心にその運用が行われている。

⚫ また、第50回制度設計専門会合（2020年９月８日）において、インバランス収支の諸元の情報公表という観点から、
一般送配電事業者各社のホームページにおいて、広域需給調整及びエリア内需給調整に係る情報公表を行うことを整理
し、その運用が行われている。

情報公表に関するこれまでの経緯
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（参考）インバランス料金に係る関連情報公表について



中間取りまとめ（抜粋）（令和５年11月21日）
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（参考）インバランス料金に係る関連情報公表

調整力に関する情報インバランス料金に関する情報系統の需給に関する情報



39

（参考）一般送配電事業者からの提案に対する評価①

⚫ 需給調整業務の実施状況等に関する情報公表については、その公表目的を踏まえると、
基本的にはインバランス収支の諸元となる情報を提供するのが適当であり、具体的には
以下の項目を公表することで必要な情報は概ね網羅されるものと考えられる。

⚫ 今回の一般送配電事業者からの提案には、これらの項目が含まれていることから、情報
公表項目については、妥当と考えられる。

１．広域需給調整業務に関する情報
• 各一般送配電事業者が実需給20分前
までに予測したインバランス量

• インバランスネッティング量・コスト・単価
• 広域運用調整力の稼働（上げ・下げ）
量・コスト・単価

調整力の調達 調整力の広域運用 調整力のエリア内運用

需給調整業務の実施状況等に関し必要な情報公表項目

需給調整市場の落札結果などの
情報公表については、約定処理を
行った当日の17時頃を目途に公
開することとしている。

実需給20分前までに予測されたインバラ
ンスは、広域需給調整システムにより９エ
リア分集計され（インバランスネッティン
グ）、全エリアの調整力をkWh価格の安
いものから運用。（広域メリットオーダー）

実需給20分前までに予測できなかったイ
ンバランスや時間内変動への対応は、各
エリアごとに自エリアの調整力を用いて対
応。（エリアごとのメリットオーダー）

※公表は、30分コマ単位
ユニットが特定される場合は、当該コマ
のコスト・単価は非公表
メリットオーダーについては、詳細次頁

２．エリア内需給調整業務に関する情報
• 各一般送配電事業者が実需給20分
前までに予測できなかったインバランス量

• インバランス対応分の調整力の稼働
（上げ・下げ）量・コスト・単価

３．電源Ⅰ’等に関する情報
• 電源Ⅰ’ 、緊急時確保自家発の稼働
量・コスト・単価

• 電源Ⅰ’ 等の稼働前後の予備率

2020年９月 第50回制度設計専門会合 資料５－２



⚫ 前回会合において、一部の委員から、時間前市場で入札参加者が参照可能な情報にはどのようなものがあるのか、とい
う主旨のコメントがあった。時間前市場で確認できる情報は下図のとおり。
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（参考）時間前市場で確認できる情報について

取引コマ
ごとにレ
コードを
表示

１．入札情報
・売注文量（MWh/h）
・売気配値（円/kWh）
・買気配値（円/kWh）
・買注文量（MWh/h）
２．最新約定情報
・現在値／終値（円/kWh）
・約定量（MWh/h）
３．約定情報
・高値（円/kWh）
・安値（円/kWh）
・平均約定価格（円/kWh）
・約定量合計（MWh/h）
・約定件数
・ （参考）スポット価格（円/kWh）

・地域間連系線の空容量（順方向、逆方向）
（MW）
・託送不可領域（MW）

特定コマのザラ場状況

時間前市場で参照可能な取引情報（取引会員専用）


